
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
青
少
年
に
有
益
な
書
籍
と
し
て
推
奨
す
る
件

六
四
二

○
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
件

六
四
二

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件
十
二
件

六
四
二

○
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認
証
し
た
件
三
件

六
四
八

○
保
安
林
等
の
皆
伐
面
積
の
残
存
許
容
限
度
を
公
表
す
る
件

六
四
八

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
三
件

六
四
九

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

○
漁
業
法
に
よ
り
指
示
す
る
件

六
五
〇

告

示

福
島
県
告
示
第
七
百
四
十
九
号

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
上
に
お
い
て
有
益
な
書
籍
と
し
て
、
次
の
も
の
を
推
奨
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

推
奨
番
号

名

称

制
作
者
又
は
配
給
者

備

考

二
四
二

カ
イ
と
カ
イ
サ
の
ぼ
う
け
ん

作
・
絵

エ
ル
サ
・
ベ
ス

推
奨
対
象

幼
児

コ
フ

及
び
小
学
生
（
低

訳

ま
つ
む
ら
ゆ
う
こ

学
年
及
び
中
学
年
）

発
行
所

福
音
館
書
店

二
四
三

耳
の
聞
こ
え
な
い
メ
ジ
ャ
ー

文

ナ
ン
シ
ー
・
チ
ャ
ー

推
奨
対
象

小
学

リ
ー
ガ
ー

ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ニ
ン

生
（
低
学
年
、
中

ホ
イ

絵

ジ
ェ
ズ
・
ツ
ヤ

学
年
及
び
高
学
年
）

訳

斉
藤
洋

発
行
所

光
村
教
育
図
書

二
四
四

物
語
る
こ
と
、
生
き
る
こ
と

著

上
橋
菜
穂
子

推
奨
対
象

小
学

構
成
・
文

瀧
晴
巳

生
（
高
学
年
）
、

発
行
所

講
談
社

中
学
生
、
高
校
生

及
び
青
年

（
こ
ど
も
・
青
少
年
政
策
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
号

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
図
書
類
を
青
少
年
に
有
害
な
も
の
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

指
定
番
号

種

類

名

称

等

発

行

者

指
定
理
由

六
六
〇
〇

雑
誌

ナ
ッ
ク
ル
ズ

極

ベ
ス
ト

ミ
リ
オ
ン
出
版
株

著
し
く
青
少
年
の

ｖ
ｏ
ｌ
．
２
０

式
会
社

粗
暴
性
又
は
残
虐

（
６
８
５
１
８
―
８
４
）

性
を
助
長
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
。

著
し
く
青
少
年
の

自
殺
又
は
犯
罪
を

誘
発
し
、
そ
の
健

全
な
育
成
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が
あ

る
。

（
こ
ど
も
・
青
少
年
政
策
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
九
年
十

二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
政
策
課
───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
福
島
南
本
店

福
島
県
福
島
市
太
平
寺
字
児
子
塚
四
三
番
地
六
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

岡
田

義
則

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

岡
田

義
則

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
九
年
十

二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
須
賀
川
市
産
業
部
商
工
労
政

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
須
賀
川
パ
ワ
フ
ル
館

福
島
県
須
賀
川
市
崩
免
二
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

岡
田

義
則

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

岡
田

義
則

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
九
年
十

二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
田
村
市
産
業
部
商
工
課
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
船
引
店

福
島
県
田
村
市
船
引
町
船
引
字
太
子
堂
一
三
○
番
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

岡
田

義
則

───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

岡
田

義
則

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
九
年
十

二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
白
河
市
産
業
部
商
工
課
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
新
白
河
店

福
島
県
白
河
市
転
坂
一
三
一
番
地
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

岡
田

義
則

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

岡
田

義
則

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
九
年
十

二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
棚
倉
町
産
業
振
興
課
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

エ
イ
ト
タ
ウ
ン
棚
倉
Ｂ
棟
，
Ｃ
棟

福
島
県
東
白
川
郡
棚
倉
町
棚
倉
字
広
畑
一
二
四
番
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ダ
イ
ユ
ー
エ
イ
ト

代
表
取
締
役

浅
倉

俊
一

福
島
県
福
島
市
太
平
寺
字
堰
ノ
上
五
八
番
地

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

元
延

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目
七
番
一
○
号

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ダ
イ
ユ
ー
エ
イ
ト

代
表
取
締
役

浅
倉

俊
一

福
島
県
福
島
市
太
平
寺
字
堰
ノ
上
五
八
番
地

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

元
延

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目
七
番
一
○
号

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー
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代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

三

変
更
し
た
年
月
日

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
住
所
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

の
住
所

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

２

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
ダ
イ
ユ
ー
エ
イ
ト

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
九
年
十

二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
棚
倉
町
産
業
振
興
課
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

エ
イ
ト
タ
ウ
ン
棚
倉
Ｂ
棟
，
Ｃ
棟

福
島
県
東
白
川
郡
棚
倉
町
棚
倉
字
広
畑
一
二
四
番
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ダ
イ
ユ
ー
エ
イ
ト

代
表
取
締
役

浅
倉

俊
一

福
島
県
福
島
市
太
平
寺
字
堰
ノ
上
五
八
番
地

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ダ
イ
ユ
ー
エ
イ
ト

代
表
取
締
役

浅
倉

俊
一

福
島
県
福
島
市
太
平
寺
字
堰
ノ
上
五
八
番
地

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

岡
田

義
則

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

岡
田

義
則

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
ダ
イ
ユ
ー
エ
イ
ト

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
九
年
十

二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光
商
工
部
商

工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
会
津
若
松
本
店

福
島
県
会
津
若
松
市
町
北
町
大
字
藤
室
字
道
下
八
四
番
地
一
ほ

か
二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

元
延

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目
七
番
一
○
号

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

元
延

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目
七
番
一
○
号

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー
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代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

三

変
更
し
た
年
月
日

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
住
所
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

の
住
所

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

２

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
九
年
十

二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光
商
工
部
商

工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
会
津
若
松
本
店

福
島
県
会
津
若
松
市
町
北
町
大
字
藤
室
字
道
下
八
四
番
地
一
ほ

か
二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

岡
田

義
則

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

岡
田

義
則

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
九
年
十

二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光
商
工
部
商

工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

エ
コ
タ
ウ
ン
会
津
若
松

福
島
県
会
津
若
松
市
町
北
町
大
字
始
字
深
町
一
四
番
地
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

株
式
会
社
エ
コ
プ
ラ
ス

代
表
取
締
役

井
上

公
延

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

岡
田

義
則

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

株
式
会
社
エ
コ
プ
ラ
ス

代
表
取
締
役

井
上

公
延

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

株
式
会
社
エ
コ
プ
ラ
ス
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（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
九
年
十

二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
喜
多
方
市
産
業
部
商
工
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
喜
多
方
店

福
島
県
喜
多
方
市
関
柴
町
西
勝
字
清
水
尻
四
八
○
番
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

岡
田

義
則

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

岡
田

義
則

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
九
年
十

二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
相
馬
市
産
業
部
商
工
観
光
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

相
馬
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
パ
ー
ク

福
島
県
相
馬
市
馬
場
野
字
雨
田
一
二
五
番
地
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ア
ラ
ジ
ン
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

吉
村

聖
二

福
島
県
郡
山
市
島
二
丁
目
三
二
番
二
四
号

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ア
ラ
ジ
ン
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

吉
村

圭
三

福
島
県
郡
山
市
島
二
丁
目
三
二
番
二
四
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

岡
田

義
則

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

三

変
更
し
た
年
月
日

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
一
日

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十

日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
ア
ラ
ジ
ン
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
九
年
十

二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
四
月
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
商

業
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄
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一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
い
わ
き
錦
店

福
島
県
い
わ
き
市
錦
町
徳
力
七
番
地
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

岡
田

義
則

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

井
上

惠
右

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

（
変
更
後
）
株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

代
表
取
締
役

岡
田

義
則

宮
城
県
名
取
市
上
余
田
字
千
刈
田
三
○
八
番
地

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
デ
ン
コ
ー
ド
ー

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
三
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
見
町
の

地
域
内
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

国
見
町

二

成
果
の
名
称

国
見
町
大
字
塚
野
目
及
び
徳
江
の
一
部
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
四
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
見
町
の

地
域
内
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

国
見
町

二

成
果
の
名
称

国
見
町
大
字
西
大
枝
の
一
部
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
五
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
柳
津
町
の

地
域
内
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

柳
津
町

二

成
果
の
名
称

柳
津
町
大
字
久
保
田
の
一
部
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
六
号

森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
九
年
度
に
お
い
て
許
可
す
べ
き
同
一
の
単
位
と
さ
れ
る
保
安
林
等
の
皆
伐
面
積
の
残
存
許
容

限
度
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

平
成
二
十
九
年
度
皆
伐
面
積
の
残
存
許
容
限
度
（
単
位

ヘ
ク
タ
ー
ル
）

同
一
の
単
位
と
さ
れ
る
保
安
林
等
の
名
称

残
存
許
容
限
度

宇
多
川
水
源
か
ん
養
保
安
林

二
一
二
・
四
五

宇
多
川
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

九
九
・
七
五

宇
多
川
干
害
防
備
保
安
林

一
・
〇
二

新
田
川
水
源
か
ん
養
保
安
林

七
〇
四
・
五
一

新
田
川
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

二
八
三
・
七
五

新
田
川
干
害
防
備
保
安
林

一
二
・
五
〇

請
戸
川
水
源
か
ん
養
保
安
林

七
一
〇
・
四
五

請
戸
川
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

三
一
一
・
三
〇

請
戸
川
土
砂
崩
壊
防
備
保
安
林

〇
・
一
〇

請
戸
川
干
害
防
備
保
安
林

一
〇
・
六
〇

木
戸
川
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
一
三
〇
・
〇
四

木
戸
川
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

二
一
五
・
八
九
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木
戸
川
防
風
保
安
林

四
・
三
九

夏
井
川
下
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
二
六
八
・
五
八

夏
井
川
下
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

三
二
四
・
四
〇

夏
井
川
下
流
干
害
防
備
保
安
林

二
一
・
三
五

鮫
川
下
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

七
九
九
・
二
九

鮫
川
下
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

七
三
・
八
八

福
島
北
東
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
三
四
二
・
五
一

福
島
北
東
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

三
六
一
・
四
二

福
島
北
東
地
区
干
害
防
備
保
安
林

二
・
三
〇

福
島
南
西
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

四
五
三
・
三
四

福
島
南
西
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

九
六
・
六
三

郡
山
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
六
六
三
・
一
七

郡
山
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

六
九
・
三
五

郡
山
地
区
干
害
防
備
保
安
林

一
六
・
〇
〇

郡
山
地
区
水
害
防
備
保
安
林

〇
・
三
〇

夏
井
川
上
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
二
四
・
三
四

夏
井
川
上
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
九
・
五
〇

夏
井
川
上
流
干
害
防
備
保
安
林

七
・
三
〇

阿
武
隈
川
上
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
二
六
〇
・
八
一

阿
武
隈
川
上
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

九
〇
・
二
〇

石
川
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
・
八
〇

石
川
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

三
・
一
〇

石
川
地
区
干
害
防
備
保
安
林

三
・
八
〇

鮫
川
上
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

二
五
・
〇
五

鮫
川
上
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

三
六
・
五
一

鮫
川
上
流
干
害
防
備
保
安
林

八
・
〇
五

久
慈
川
水
源
か
ん
養
保
安
林

四
一
二
・
六
〇

久
慈
川
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

二
四
〇
・
五
一

久
慈
川
干
害
防
備
保
安
林

一
・
一
〇

猪
苗
代
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

八
七
九
・
〇
九

猪
苗
代
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

二
一
一
・
五
〇

桧
原
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

六
三
二
・
八
九

桧
原
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
・
三
五

濁
川
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
三
〇
八
・
八
八

濁
川
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
〇
六
・
五
五

濁
川
干
害
防
備
保
安
林

一
・
五
五

阿
賀
川
下
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

六
二
五
・
五
一

阿
賀
川
下
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

二
四
〇
・
九
四

阿
賀
川
下
流
干
害
防
備
保
安
林

一
四
・
七
五

阿
賀
川
中
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
七
六
九
・
八
四

阿
賀
川
中
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

二
八
九
・
一
〇

阿
賀
川
中
流
防
風
保
安
林

〇
・
一
〇

阿
賀
川
中
流
干
害
防
備
保
安
林

二
・
九
〇

只
見
川
下
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

二
、
〇
九
六
・
二
五

只
見
川
下
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

三
三
八
・
三
〇

只
見
川
下
流
干
害
防
備
保
安
林

一
二
・
九
五

阿
賀
川
上
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

二
、
六
八
四
・
一
三

阿
賀
川
上
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
、
二
五
五
・
一
二

只
見
川
上
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

四
、
四
六
〇
・
五
〇

只
見
川
上
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

六
二
四
・
六
二

只
見
川
上
流
干
害
防
備
保
安
林

一
四
・
三
〇

浜
通
り
地
区
保
健
保
安
林

七
三
・
五
五

中
通
り
地
区
保
健
保
安
林

四
五
・
〇
五

会
津
地
区
保
健
保
安
林

二
四
四
・
九
〇

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
十
日

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
小
川

変
更
前

一
五
・
七
〜

三
九
・
七

市
矢
吹
線

字
中
屋
敷
二
番
地
先
か
ら

一
六
・
七

同

郡
同

村
大
字
小
川

字
中
田
一
一
一
番
二
地
先

変
更
前

一
二
・
三
〜

三
九
・
七

ま
で

一
二
・
四

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
本
宮

田
村
郡
三
春
町
大
字
平
沢

変
更
前

八
・
〇
〜

七
八
・
五

三
春
線

字
高
戸
屋
三
九
番
一
地
先

九
・
〇

か
ら

同

郡
同

町
大
字
平
沢

変
更
前

九
・
〇
〜

七
八
・
五

字
高
戸
屋
一
七
五
番
二
地

一
〇
・
五

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
会
津

喜
多
方
市
豊
川
町
米
室
字

変
更
前

Ａ

三
・
〇
〜

三
三
・
一

若
松
熱
塩

四
条
川
原
三
三
番
二
地
先

三
・
〇

温
泉
自
転

か
ら

車
道
線

同

市
豊
川
町
米
室
字

変
更
後

Ａ

三
・
○
〜

三
三
・
一

四
条
川
原
三
六
番
三
地
先

三
・
○

ま
で

Ｂ

三
・
○
〜

三
三
・
一

一
四
・
○

（
道
路
計
画
課
）

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
六
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
ひ
ら
め

の
保
護
増
殖
を
図
る
た
め
、
ひ
ら
め
の
採
捕
等
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

福
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

新

妻

芳

弘

一

指
示
の
内
容

１

福
島
県
海
面
に
お
い
て
、
全
長
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
ひ
ら
め
は
、
採
捕
し
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
試
験
研
究
機
関
等
が
試
験
研
究
の
た
め
採
捕
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

漁
業
を
営
む
者
又
は
水
産
動
植
物
の
販
売
若
し
く
は
加
工
を
業
と
す
る
者
は
、
１
の
規
定
に
違

反
し
て
採
捕
さ
れ
た
ひ
ら
め
又
は
そ
の
製
品
を
所
持
し
、
販
売
し
、
又
は
加
工
し
て
は
な
ら
な
い
。

二

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。


